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尼崎市要保護・要支援児童等居場所支援事業業務委託事業者募集要項 

改正後 現 行 

 

１０ 契約の締結 

⑴～⑶ 略 

 削除 

 

 

 

 

 

 

⑷ 契約保証金については、尼崎市契約規則第31条

に基づき、契約金額の 100分の 5に相当する契約

保証金を契約締結時に納付することとします。た

だし、尼崎市契約規則第 32 条の各号のいずれか

に該当する場合においては、契約保証金の全部又

は一部の納付を免除することができます。 

⑸ 事業者は、管理者を定めるとともに、業務遂行

に必要な専門知識と経験を有する者を支援員と

して定めるとともに、ソーシャルワーク専門職

員、心理療法担当職員を置く時は、当該職員を定

め、契約締結後 7日以内に指定の様式（様式 2）

により本市に報告すること。また、内容に変更が

あった場合においても速やかに本市に報告をし

てください。 

⑹ 事業者が本業務の全部を一括して第三者に委

託し、又は請け負わせることは禁止します。ただ

し、事業者が本業務の一部を第三者に委託し、又

は請け負わせる場合は、次の事項を遵守してくだ

さい。 

ア 事業者は本業務の一部を第三者に委託、又は

請け負わせようとするときは、あらかじめ本市

の承認を得る必要があります。 

イ 事業者は本市に対し、本業務の一部を委託

し、又は請け負わせた者の商号、名称その他必

要な事項を遅滞なく報告する必要があります。 

ウ 事業者は、本市が指定する事項をその第三者
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に遵守させるための措置を講じる必要があり

ます。 

⑺ 本業務の実施において、仕様書に基づき事業者

が作成し本市へ提出した支援状況報告書等の関

係書類については、利用世帯が同意する範囲内

で、本市の関係部署およびその他関係機関と情報

共有するものとする。 
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